
香川県立観音寺第一高等学校同窓会会則 

第 １ 章   総 則  

（名称） 

第１条 本会は香川県立観音寺第一高等学校同窓会と称する。 

（目的） 

第２条 本会は会員相互の親睦と後進の育成を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

    （１） 会員相互の親睦を図るための事業 

    （２） 母校事業への協力 

    （３） 会員名簿の発行 

    （４） その他適当と認める事業 

（本部及び支部） 

第４条 本会は本部と事務局を観音寺第一高等学校内に置く。 

  ２ 会員の希望により支部を設けることが出来る。但し理事会の承認をうけるものとする。 

（会則の変更） 

第５条 本会則の変更は、幹事会が決議し総会の承認を得るものとする。 

第 ２ 章   会 員  

（会員） 

第６条 本会の会員は、次のとおりとする。 

    （１） 正会員は、三豊中学校・三豊高等学校・併設中学校・三豊実業女学校・三豊実科高等女学

校・三豊高等女学校・三豊女子高等学校・併設中学校・観音寺第一高等学校の卒業生及び

同校に在学した者で入会を希望しかつ理事会の承認を得た者。 

    （２）  賛助会員は、前記の学校の職員であった者及び現に職員である者。 

（義務） 

第７条 本会の正会員は入会金及び会費を納めるものとする。 

２  会員は住居等の届出をし、その後、届出内容に異動ある時は、直ちに事務局に報告するものとする。 

第 ３ 章   役 員  

（役員） 

第８条 本会に次の役員を置く。 

    （１） 会長    １名 

    （２） 副会長     若干名（うち、東京支部１名、京阪神支部１名） 

    （３） 理事       若干名 

    （４） 幹事 支部幹事 男女若干名（支部未設立の場合の処置は細則でこれを定める。） 

年次幹事 三中三女各１名。観一男女各１名 

    （５）  事務局長   １名 

    （６）  事務局次長 ２名 

    （７）  会計       ２名 

    （８）  監査       ３名 

（役員の選出） 

第９条 役員の選出は次の通りとする。 

（１） 会長・副会長及び監査は理事会で推薦し、幹事会で選出して、総会に報告する。 

    （２）  理事は幹事会で選出する。但し、理事が任期中に交替した場合は、速やかに理事会に届け

出るとともに、幹事会の承認を得るものとする。 

    （３）  支部幹事は各支部会員中より選出する。 

    （４）  年次幹事は各年次会員中より選出する。 

    （５） 事務局長・事務局次長及び会計は理事会で選出する。 

（役員の任務） 

第１０条 役員の任務は次の通りとする。 

    （１）  会長は本会を代表し、会務を統括する。 

    （２）  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。 

    （３）  会長・副会長、理事及び事務局長・事務局次長・会計は、理事会を構成する。 

    （４）  支部幹事及び年次幹事は、会員相互の連絡を図り、幹事会を構成して議案を審議し、これ

を議決する。 



    （５）  事務局長は会務を処理する。 

    （６）  事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその任務を代行する。 

    （７）  会計は本会の会計を処理する。 

    （８）  監査は会計及び会務を監査する。 

（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は２ヶ年とする。但し再選を妨げない。 

   ２ 役員が任期中に交替した場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（顧問） 

第１２条 会長は理事会の議決により顧問を委嘱し、本会の重要事項について諮問することができる。 

第 ４ 章   会 議  

（総会） 

第１３条 総会は会長の招集により、毎年１回開催するものとする。ただし必要に応じ臨時総会を開くこと

ができる。 

２ 総会においては、次の事項を行う。 

     （１） 役員選任の報告 

     （２）  会務及び会計の報告 

     （３）  会員の親睦を図る行事 

     （４）  会則変更の承認 

     （５）  その他必要なる事項 

（幹事会） 

第１４条 幹事会は、会長の招集により毎年１回以上開催し、次の事項を審議決定する。但し会長が必要と認

めたとき、及び役員の４分の１以上の同意があるときは、会長は幹事会を招集しなければならな

い。 

     （１）  会務報告及び事業計画の承認立案 

     （２）  予算・決算の審議、議決 

     （３）  会長・副会長・理事及び監査の選出 

     （４）  会則の変更 

     （５）  その他本会の運営に必要なる事項 

（理事会） 

第１５条 理事会は会長が適宜招集し、次の事項を審議・執行する。 

     （１）  幹事会の議決事項 

     （２）  会長・副会長及び監査の推薦 

     （３）  事務局長・事務局次長及び会計の選出 

     （４）  同窓会名簿の編集発行 

     （５）  細則の制定 

     （６）  その他本会の運営に必要なる事項 

（議決） 

第１６条 幹事会（委任状及び代理出席を含む）及び理事会は過半数の出席によって成立し、過半数の同意

を得て決定する。可否同数の時は、議長の決するところによる。 

第 ５ 章   会 計  

（会計） 

第１７条 本会の会計は、正会員の入会金及び会費、並びに特別寄付金等による。 

     本会の正会員は入会金として、金３，０００円を納入する。 

（会計年度） 

第１８条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終る。 

 

附 則  

この会則は平成７年８月２０日より施行する。 

                                                              昭和 57年８月一部改正 

                                                                平成４年８月一部改正 

                                                                    平成７年８月 20日改正 

                                                                    平成９年５月 31日改正 

                                                              平成 13年５月 27日改正 

平成 16年５月 29日改正 

平成 29年５月 28日改正 


